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１
／

３

令
和

4年
11

月
15

日

N
O

用
　

語
　

名
英

　
語

　
名

用
語

の
略

語
用

　
語

　
の

　
意

　
味

1
Ｃ

Ｓ
Ｒ

co
rp

or
at

e 
so

ci
al

re
sp

on
si

bi
lit

y
企

業
の

社
会

的
責

任

昨
今

、
企

業
活

動
の

目
的

、
本

質
で

あ
る

「利
潤

追
求

」は
勿

論
、

「労
働

環
境

の
整

備
」「

社
会

的
弱

者
の

救
済

」「
自

然
環

境
へ

の
配

慮
」「

資
源

や
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
保

護
」「

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

の
順

守
」が

重
視

さ
れ

て
い

る
。

企
業

の
社

会
的

責
任

と
は

、
消

費
者

、
投

資
家

、
社

会
全

体
な

ど
利

害
社

関
係

者
を

考
慮

し
、

社
会

の
一

員
と

企
業

の
意

思
決

定
や

活
動

を
行

う
べ

き
と

の
考

え
方

の
こ

と
で

あ
る

。

2
Ｂ

Ｃ
Ｐ

B
us

in
es

s　
C

on
tin

ui
ty

　
P
la

n
事

業
継

続
計

画
企

業
が

自
然

災
害

な
ど

の
緊

急
事

態
に

遭
遇

し
た

場
合

、
事

業
資

産
の

損
害

を
最

小
限

に
と

ど
め

つ
つ

、
中

核
と

な
る

事
業

の
継

続
あ

る
い

は
早

期
復

旧
を

可
能

と
す

る
た

め
に

平
常

時
に

行
う

べ
き

活
動

や
緊

急
時

に
お

け
る

事
業

継
続

に
必

要
な

方
法

、
手

段
な

ど
を

取
り

決
め

て
お

く
計

画
を

い
う

。

3
ＩＳ

Ｏ
２

２
３

０
１

B
us

in
es

s　
C

on
tin

ui
ty

M
an

ag
em

en
t　

S
ys

te
m

事
業

継
続

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

組
織

の
重

要
な

製
品

ま
た

は
サ

ー
ビ

ス
に

重
大

な
影

響
を

与
え

る
イ

ン
シ

デ
ン

ト
の

発
生

の
際

に
「事

業
を

継
続

す
る

」た
め

に
必

要
な

企
業

活
動

を
管

理
す

る
フ

レ
ー

ム
ワ

ー
ク

の
国

際
規

格
の

こ
と

。

4
Ｆ
Ｏ

Ｂ
Fr

ee
　

on
　

B
oa

rd
本

船
渡

し
（輸

出
入

手
続

き
）

イ
ン

コ
タ

ー
ム

ズ
（国

際
貿

易
取

引
条

件
）の

う
ち

コ
ン

テ
ナ

に
よ

る
船

積
み

貨
物

の
引

き
渡

し
で

よ
く
使

わ
れ

る
取

引
条

件
の

一
つ

。
（輸

出
港

で
買

い
手

（輸
入

車
）の

指
定

す
る

船
舶

に
貨

物
を

積
み

込
む

こ
と

で
契

約
が

完
了

し
、

運
賃

及
び

保
険

料
は

買
い

手
が

負
担

す
る

）

5
Ｃ

Ｆ
Ｒ

C
os

t　
an

d　
Fr

ei
gh

t
運

賃
込

み
の

条
件

（輸
出

入
手

続
き

）
商

品
が

船
に

積
ま

れ
た

段
階

で
輸

出
者

か
ら

輸
入

者
へ

リ
ス

ク
の

負
担

と
な

る
。

（費
用

は
輸

入
国

ま
で

輸
出

者
が

負
担

）

6
Ｃ

ＩＦ
C

os
t　

In
su

ra
nc

e　
an

d
Fr

ei
gh

t
運

賃
・保

険
料

込
（輸

出
入

手
続

き
）

商
品

が
船

に
積

ま
れ

た
段

階
で

輸
出

者
か

ら
輸

入
者

へ
リ

ス
ク

の
負

担
と

な
る

。
（こ

れ
は

Ｆ
Ｏ

Ｂ
と

一
緒

で
あ

る
が

、
費

用
に

関
し

て
は

輸
出

者
は

輸
入

国
ま

で
の

運
送

費
用

だ
け

で
な

く
保

険
料

も
負

担
）

7
Ｃ

Ｐ
C

om
pl

ia
nc

e　
P
ro

gr
am

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

・プ
ロ

グ
ラ

ム

輸
出

者
自

ら
の

責
任

と
判

断
に

基
づ

き
輸

出
管

理
業

務
を

行
う

こ
と

が
、

日
本

の
安

全
保

障
貿

易
管

理
制

度
の

基
本

理
念

で
あ

る
。

キ
ャ

ッ
チ

オ
ー

ル
規

制
の

導
入

に
伴

い
、

輸
出

企
業

の
判

断
に

委
ね

ら
れ

る
部

分
が

従
来

に
比

べ
増

加
す

る
た

め
、

企
業

の
自

主
的

安
全

保
障

貿
易

管
理

制
度

体
制

と
し

て
法

令
順

守
プ

ロ
グ

ラ
ム

す
な

わ
ち

Ｃ
Ｐ

を
制

定
し

経
産

省
に

届
け

出
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
て

い
る

板
金

・金
物

工
事

業
に

お
け

る
「職

業
能

力
の

体
系

」整
備

に
関

す
る

専
門

・用
語

集
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／
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N
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用
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語
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味

8
Ｅ

Ｒ
Ｐ

E
n
te

rp
ri
se

　
R
e
so

u
rc

e
s

P
la

n
n
in

g
企

業
資

源
計

画
（
統

合
基

幹
業

務
シ

ス
テ

ム
）

企
業

経
営

の
基

本
と

な
る

資
源

要
素

（
ヒ

ト
・
モ

ノ
・
カ

ネ
・
情

報
）
を

適
切

に
配

分
し

有
効

活
用

す
る

計
画

＝
考

え
方

を
い

う
。

現
在

で
は

す
べ

て
の

業
務

を
統

合
し

部
門

間
で

シ
ー

ム
レ

ス
な

デ
ー

タ
連

携
を

行
う

基
幹

系
情

報
シ

ス
テ

ム
を

指
す

9
欧

州
Ｃ

Ｅ
規

格
－

欧
州

の
安

全
規

格
1
9
9
3
年

に
誕

生
し

た
欧

州
連

合
（
E
U

）
の

加
盟

国
は

、
独

自
に

運
用

し
て

い
た

安
全

や
環

境
保

護
に

関
す

る
法

令
・
規

格
な

ど
の

法
的

整
備

を
図

り
、

商
品

・
サ

ー
ビ

ス
の

自
由

流
通

を
促

進
し

て
欧

州
経

済
を

活
性

化
す

る
目

的
の

規
格

（
「
指

令
」
）
と

呼
ば

れ
る

共
通

ル
ー

ル
を

制
定

し
Ｃ

Ｅ
マ

ー
キ

ン
グ

と
し

て
運

用

1
0

キ
ャ

ッ
チ

オ
ー

ル
規

制
C

at
c
h
-
A
ll　

C
o
n
tr

o
ls

補
完

的
輸

出
規

制
外

国
為

替
及

び
外

国
貿

易
法

を
根

拠
と

し
て

2
0
0
2
年

4
月

に
導

入
さ

れ
た

。
日

本
の

安
全

保
障

貿
易

管
理

の
枠

組
み

の
中

で
大

量
破

壊
兵

器
及

び
通

常
兵

器
の

開
発

等
に

使
わ

れ
る

可
能

性
の

あ
る

貨
物

の
輸

出
や

技
術

の
提

供
行

為
な

ど
を

行
う

際
、

経
済

産
業

大
臣

へ
の

届
け

出
及

び
そ

の
許

可
を

受
け

る
こ

と
を

義
務

付
け

た
制

度

1
1

Ｑ
Ｃ

Q
u
al

it
y 

C
o
n
tr

o
l

品
質

管
理

科
学

的
に

製
品

の
品

質
を

管
理

す
る

方
法

で
、

管
理

図
法

、
層

化
法

、
対

照
法

、
相

関
法

な
ど

を
使

用
す

る
。

Ｑ
Ｃ

活
動

を
行

う
現

場
段

階
で

の
従

業
員

の
小

集
団

、
全

社
的

な
Ｑ

Ｃ
活

動
の

こ
と

を
Ｔ
Ｑ

Ｃ
運

動
と

い
う

。

1
2

R
E
A
C

H
規

制
R
e
gi

st
ra

ti
o
n
,E

va
lu

at
io

n
,A

u
th

o
ri
sa

ti
o
n
,R

e
st

ri
c
ti
o
n
　

an
d

C
h
e
m

ic
al

s

R
e
ac

h
規

制
（
リ

ー
チ

規
制

）

2
0
0
7
年

6
月

に
発

効
し

た
E
U

（
欧

州
連

合
）
に

お
い

て
化

学
物

質
の

登
録

、
評

価
、

認
可

及
び

制
限

を
ひ

と
つ

に
統

合
し

た
規

則
。

人
の

健
康

や
環

境
の

保
護

の
た

め
、

化
学

物
質

と
そ

の
使

用
を

管
理

す
る

た
め

の
欧

州
議

会
及

び
欧

州
理

事
会

規
則

で
あ

る
。

1
3

R
o
Ｈ

Ｓ
指

令

D
ir
e
c
ti
ve

　
o
n
　

th
e

R
e
st

ri
c
ti
o
n
　

o
f　

th
e
　

U
se

o
f　

C
e
rt

ai
n
　

H
az

ar
do

u
s

S
u
bs

ta
n
c
e
s　

in
　

E
le

c
tr

ic
al

E
qu

ip
m

e
n
t

R
o
Ｈ

Ｓ
指

令
（
ロ

ー
ズ

指
令

）

E
U

に
お

い
て

、
人

の
健

康
の

保
護

や
環

境
汚

染
の

防
止

の
た

め
、

電
気

電
子

機
器

に
使

用
で

き
る

特
定

の
有

害
物

質
の

量
を

制
限

す
る

指
令

。
特

定
の

有
害

物
質

と
し

て
、

鉛
、

水
銀

、
カ

ド
ミ

ウ
ム

、
六

価
ク

ロ
ム

、
P
B

B
（
ポ

リ
臭

化
ビ

フ
ェ

ニ
ル

）
、

P
B

D
E
（
ポ

リ
臭

化
ジ

フ
ェ

ニ
ル

エ
ー

テ
ル

）
が

指
定

さ
れ

て
い

る
。

原
則

と
し

て
、

2
0
0
6
年

7
月

以
降

に
販

売
さ

れ
た

、
電

源
（
電

池
を

含
む

）
で

動
く
全

て
の

機
器

が
対

象
と

な
る

1
4

Ｕ
Ｎ

規
格

U
n
it
e
d　

N
at

io
n
s

R
e
c
o
m

m
e
n
da

ti
o
n
s　

o
n
　

ty
e

T
ra

n
sp

o
rt

　
o
f　

D
an

ge
ro

u
s

G
o
dd

s

－
危

険
物

輸
送

に
関

す
る

各
国

及
び

国
際

規
則

に
統

一
性

を
持

た
せ

、
輸

送
の

安
全

を
図

る
た

め
、

国
際

連
合

・
経

済
社

会
理

事
会

・
危

険
物

及
び

分
類

調
和

専
門

委
員

会
が

「
危

険
物

輸
送

に
関

す
る

勧
告

」
を

策
定

し
て

い
る

。
こ

れ
に

準
じ

て
定

め
ら

れ
た

諸
規

則
の

こ
と

で
あ

り
、

国
際

規
格

で
あ

る

1
5

電
子

帳
簿

保
存

法

L
aw

　
Ｃ

ｏ
ｎ
ｃ
ｅ
ｒｎ

ｉｎ
ｇ

P
re

se
rv

at
io

n
　

o
f　

N
at

io
n
al

T
ax

　
R
e
c
o
rd

s　
in

E
le

c
tr

o
n
ic

　
F
o
rm

国
税

関
係

（
法

人
税

法
や

所
得

税
法

）
の

帳
簿

、
決

算
書

、
請

求
書

等
を

定
め

ら
れ

た
条

件
を

満
た

せ
ば

電
子

化
し

て
保

存
す

る
こ

と
を

認
め

る
法

律
の

こ
と

。
（
2
0
2
2
年

1
月

施
行

）

1
6

イ
ン

ボ
イ

ス
制

度
現

時
点

で
英

文
表

記
の

公
表

無
し

2
0
2
3
年

1
0
月

1
日

か
ら

導
入

さ
れ

る
新

し
い

仕
入

税
額

控
除

の
方

式
で

あ
る

。
（
仕

入
税

額
控

除
と

は
、

生
産

、
流

通
等

各
取

引
の

段
階

で
二

重
、

三
重

に
税

が
か

か
る

こ
と

の
な

い
よ

う
、

課
税

売
上

に
係

る
消

費
税

額
か

ら
課

税
仕

入
れ

等
に

係
る

消
費

税
額

を
控

除
し

、
税

が
累

積
し

な
い

仕
組

み
で

あ
る

。
）



                    参考３ 用語集 

- 233 - 

 

 

【専
門

用
語

】（
Ex

pe
rt

　
W

or
d）

３
／

３

N
O

専
門

用
語

名
英

　
語

　
名

専
門

用
語

の
略

語
専

　
門

　
用

　
語

　
の

　
意

　
味

1
知

的
所

有
権

 in
te

lle
ct

ua
l p

ro
pe

rt
y 

rig
ht

s
知

的
財

産
権

人
間

の
知

的
活

動
に

よ
っ

て
生

み
出

さ
れ

た
ア

イ
デ

ア
や

創
作

物
な

ど
に

は
、

  
財

産
的

な
価

値
を

持
つ

も
の

を
知

的
財

産
と

い
う

。
そ

れ
ら

の
知

的
財

産
の

中
に

は
意

匠
権

、
商

標
権

、
著

作
権

、
特

許
権

、
実

用
新

案
権

な
ど

、
法

律
で

規
定

さ
れ

た
権

利
や

法
律

上
保

護
さ

れ
る

利
益

に
係

る
権

利
と

し
て

保
護

さ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
知

的
財

産
権

と
い

う
。

2
Ｖ

－
Ｔ
線

図
－

工
具

寿
命

の
指

標
の

一
つ

で
逃

げ
面

の
摩

耗
0.

2ｍ
ｍ

に
達

す
る

時
間

Lo
gＴ

と
切

断
速

度
Ｌ
ｏ
ｇ
Ｖ

を
ぐ

ら
ふ

に
し

た
も

の
で

あ
る

。

3
プ

ラ
ズ

マ
切

断
機

P
la

sm
a　

cu
tt

in
g　

m
ac

hi
ne

中
心

温
度

が
2万

度
に

も
な

る
プ

ラ
ズ

マ
を

発
生

さ
せ

て
母

材
を

瞬
時

に
溶

か
し

、
溶

け
た

部
分

を
エ

ア
ー

コ
ン

プ
レ

ッ
サ

ー
か

ら
の

空
気

で
吹

き
飛

ば
し

て
切

断
す

る
機

械
で

あ
る

。

4
ド

レ
ッ

シ
ン

グ
dr

es
si

ng
ツ

ル
―

イ
ン

グ
を

行
っ

た
だ

け
の

研
削

砥
石

の
作

業
面

は
、

砥
粒

が
ボ

ン
ド

面
か

ら
ほ

と
ん

ど
突

き
出

て
お

ら
ず

、
切

り
く
ず

の
排

出
が

困
難

な
の

で
、

摩
耗

し
た

切
れ

刃
を

再
び

鋭
利

化
し

、
チ

ッ
プ

ポ
ケ

ッ
ト

（砥
石

表
面

に
で

き
る

隙
間

、
へ

こ
み

）を
形

作
る

作
業

の
事

で
あ

る
。

5
ツ

ル
ー

イ
ン

グ
ｔｒ

ｕ
ｉｎ

ｇ
振

れ
取

り
作

業
（砥

石
と

フ
ラ

ン
ジ

中
心

を
一

致
さ

せ
る

作
業

）を
行

っ
た

砥
石

も
長

時
間

の
検

索
を

行
う

と
砥

石
外

周
面

に
辺

摩
耗

が
生

じ
、

工
作

物
表

面
に

び
び

り
マ

ー
ク

が
発

生
す

る
。

こ
の

た
め

に
再

び
砥

石
外

周
面

を
真

円
状

態
に

戻
す

「形
直

し
作

業
」や

前
述

し
た

振
れ

取
り

作
業

の
こ

と
で

あ
る

。

6
Ｓ

Ｄ
Ｓ

S
af

et
y 

D
at

a 
S
he

et
化

学
物

質
排

出
把

握
管

理
促

進
法

で
定

め
ら

れ
た

シ
ー

ト

事
業

者
が

化
学

物
質

及
び

化
学

物
質

を
含

ん
だ

製
品

を
労

働
環

境
に

お
け

る
使

用
及

び
他

の
事

業
者

に
譲

渡
・提

供
す

る
際

に
交

付
す

る
化

学
物

質
の

危
険

有
害

性
情

報
を

記
載

し
た

文
書

で
あ

り
、

G
H

S
に

基
づ

い
て

作
成

さ
れ

る
も

の
。

（2
01

2年
に

Ｍ
Ｓ

Ｄ
Ｓ

か
ら

Ｓ
Ｄ

Ｓ
の

変
更

）

7
K
Y
シ

ー
ト

－
K
Y
(危

険
予

知
)活

動
の

内
容

を
記

録
・保

管
で

き
る

シ
ー

ト
の

こ
と

。

【軒
付

け
】

茅
葺

民
家

な
ど

で
風

雨
に

傷
み

や
す

く
目

に
つ

き
や

す
い

屋
根

の
軒

先
を

厚
く
葺

き
重

ね
る

こ
と

、
ま

た
は

そ
の

部
分

。

【み
の

こ
】

社
寺

建
築

や
数

寄
屋

建
築

の
屋

根
に

み
ら

れ
る

ケ
ラ

バ
部

分
の

特
殊

な
納

め
方

に
な

っ
て

い
る

部
分

の
こ

と
。

【鬼
】

屋
根

の
棟

端
部

に
用

い
る

鬼
面

を
形

ど
っ

た
鬼

瓦
が

有
名

で
あ

る
が

、
板

金
業

界
で

は
、

鬼
等

の
形

を
木

材
で

作
り

、
金

属
板

(主
に

銅
板

）を
そ

の
型

に
合

わ
せ

て
叩

き
出

し
た

も
の

を
張

り
付

け
る

も
の

で
あ

る
。

（本
棟

の
鬼

（１
０

）が
大

き
さ

の
基

準
と

な
り

、
降

棟
鬼

（８
）、

二
の

鬼
（７

）、
稚

児
や

妻
降

鬼
（６

）な
ど

が
あ

る
）

8
軒

づ
け

、
み

の
こ

、
鬼

－
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